
平成２９年６月  

                             東京税関業務部  

関 係 各 位 

 

「毒物及び劇物指定令」の一部改正について 

 

毒物及び劇物取締法は、保健衛生上の見地から必要な取締を行っておりますところ、

今般、毒物及び劇物指定令の一部が改正されましたのでお知らせします。 

（公布日 平成２９年６月１４日） 

 

＜改正概要＞ 

１ 新たに劇物に指定 
・２－ターシヤリ－ブチルフエノール及びこれを含有する製剤 

２ 既に毒物として指定されている「セレン化合物及びこれを含有する製剤」のうち、

一部を毒物から劇物に指定し、さらにその一部を劇物から除外 
・（劇物に指定）亜セレン酸０．００８２％以下を含有する製剤 

・（劇物から除外）亜セレン酸０．００８２％以下を含有する製剤のうち、容量１リットル以下

の容器に収められたものであって、亜セレン酸０．００００８２％以下を含有するもの 

３ 既に劇物として指定されているものを劇物から除外 
   ・無機亜鉛塩類のうち、焼結した硫化亜鉛（Ⅱ） 

   ・アンチモン化合物及びこれを含有する製剤のうち、トリス（ジペンチルジチオカルバマト－ 

κ2Ｓ，Ｓ′）アンチモン５％以下を含有する製剤 

   ・有機シアン化合物及びこれを含有する製剤のうち、３－（６，６－ジメチルビシクロ［３．１．

１］ヘプタ－２－エン－２－イル）－２，２－ジメチルプロパンニトリル及びこれを含有する

製剤 

   ・有機シアン化合物及びこれを含有する製剤のうち、３－メチル－５－フエニルペンタ－２－エ

ンニトリル及びこれを含有する製剤 

   ・無水マレイン酸及びこれを含有する製剤のうち、無水マレイン酸１．２％以下を含有する製剤 

 

＜施行日＞ 

  平成２９年７月１日 

ただし、毒物から「容量１リットル以下の容器に収められたものであって、亜セ

レン酸０．００００８２％以下を含有するもの」を除外する改正及び前記３につ

いては、公布の日 

 

＜経過措置＞ 
・本改正の施行の際、新たに劇物に指定した物の製造業、輸入業又は販売業を現に営んでいる者が

引き続き行う当該営業については、平成２９年９月３０日までの間、毒物及び劇物取締法第３条、

第７条及び第９条の規定を適用しないこととなります。 

・本改正の施行の際、新たに劇物に指定した物で現に存するものについては、平成２９年９月３０

日までの間、毒物及び劇物取締法法第１２条第１項及び第２項の規定を適用しないこととなりま

す。 

 

＜添付資料＞ 別添１ 官報（号外第１２５号） 

       別添２ 毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令 新旧対照表 

 

 

 

 

【お問合せ】 

東京税関業務部通関総括第 2 部門（電話：03-3599-6338） 

※ 指定令改正に関する問い合わせは、 

厚生労働省医薬･生活衛生局医薬品審査管理課へお願いします。 



（別添１）
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